
お問合せ：龍ケ崎市教育委員会　文化・生涯学習課　〒301-8611　龍ケ崎市3710番地

TEL：0297-60-1563（内線 221）　FAX：0297-60-1582

メールアドレス：syougai@city.ryugasaki.lg.jp

※注意事項※

・埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて（照会）、埋蔵文化財発掘の届出についての文

章について、社印等の押印漏れがないようお願いいたします。

開発事業における埋蔵文化財の取扱いについての流れ（簡易版）

埋蔵文化財包蔵地外

（遺跡なし）

県教育委員会へ埋蔵文化財発掘の届出（文化財保護法第93条）

※着工の60日以上前までに

市教育委員会による現地踏査後

回答文を事業者へ送付

不可能

発掘調査（費用は事業者負担）

確認調査（試掘調査等）

土木工事等を行う前に当該地が埋蔵文化財包蔵地かどうか、龍ケ崎市教育委員会

文化・生涯学習課へメールまたはFAXで、地番図・案内図を添えてお問い合わせください。

※FAX送信の際は、必ず送信の旨を電話連絡をお願いいたします。（連絡先は下記）

・埋蔵文化財包蔵地に該当している場合

・埋蔵文化財包蔵地外だが、隣接しているなど、

　包蔵地である可能性が高い地域と判断した場合

「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて（照会）」

を市教育委員会　文化・生涯学習課へ提出

工事の施工

県教育委員会から指示事項の通知

遺跡あり 遺跡なし

市教育委員会と取扱を協議

現状保存

可能


